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こ
の
彫
刻
作
品
の
作
者
丸
尾
康
弘
は
、

熊
本
県
山
鹿
市
に
生
ま
れ
、東
京
造
形
大
学

で
彫
刻
家
佐
藤
忠
良（
一
九
一
二-

二
〇
一一
）

の
も
と
で
学
び
ま
し
た
。
現
在
、
桐
生
市

と
故
郷
の
山
鹿
市
に
ア
ト
リ
エ
を
持
ち
創

作
活
動
を
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
山
、森
、水

と
い
っ
た
自
然
を
テ
ー
マ
に
し
た
具
象
作

品
の一
方
で
、
子
ど
も
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

作
品
も
つ
く
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
子
ど
も
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
、
丸
尾
さ
ん
の
近
作
の
場
合
、

た
だ
あ
ど
け
な
い
幼
い
子
ど
も
の
姿
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
作
品
で
は
、

ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
い
れ
た
子
の
足
は
二
人
の

よ
う
で
す
。
ま
た
、
う
つ
む
い
た
顔
の
口
元

に
は
小
さ
な
牙
が
生
え
て
い
ま
す
。
も
と

よ
り
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
い
う
人
間
は
、
時
代

の
空
気
を
敏
感
に
感
じ
取
る
も
の
で
す
。

自
然
も
、人
間
の
社
会
も
、す
べ
て
に
わ
た
っ

て
不
確
か
な
現
代
、
か
つ
て
の
よ
う
に
明
る

い
未
来
を
信
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
う

し
た
不
安
を
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
も
っ
と
も
つ
ら
く
、
悲
し
い
め
に
あ
っ
て

い
る
の
は
、大
人
で
は
な
く
、世
の
中
で
一

番
弱
い
「
こ
ど
も
」
な
の
で
す
。
こ
れ
は
わ

た
し
の
想
像
で
す
が
、
能
面
で
般
若
面
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
嫉
妬
や
恨
み
を

か
さ
ね
る
あ
ま
り
、
角
が
生
え
て
し
ま
っ
た

女
性
の
悲
し
み
の
深
さ
の
象
徴
で
す
。
こ
の

「
こ
ど
も
」
も
、
あ
ま
り
に
も
つ
ら
く
て
、

悲
し
い
か
ら
、と
う
と
う
牙
が
生
え
て
し
ま
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
と
て
も
さ
び
し
い

か
ら
、
足
が
ふ
え
て
自
分
の
な
か

の
中
の
も
う
ひ
と
り
と
話
を
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
に
悲
し
ま
せ
な
い
で
く
だ
さ
い

と
、
大
人
に
訴
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
現
実
に
、コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、

夏
休
み
は
短
く
な
る
し
、
外
で
遊

ぶ
こ
と
も
、
友
達
同
士
く
っ
つ
き

合
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
現
実
の
世
界
の
方
が
、
ア
ー
ト
の

世
界
を
飛
び
越
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
一
方
で
、
い
く
つ
も
の
丸
尾
さ
ん

の
「
こ
ど
も
」
の
彫
刻
を
み
て
い
る
と
、
見

て
い
る
こ
ち
ら
も
な
ん
だ
か
明
る
く
暖
か
く

な
る
の
も
事
実
で
す
。
か
え
って
「
こ
ど
も
」

た
ち
か
ら
励
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
に

も
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
丸
尾
さ
ん
の
「
こ

ど
も
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
彫
刻
作
品
と
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
で
、
美
術
館
の
展
示
室
を
いっ

ぱ
い
に
し
て
、
皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。「
丸
尾
康
弘
展
　
今
、こ

ど
も
た
ち
」展
は
、十
月
十
日
か
ら
十
二

月
十
三
日
ま
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
同
時
開
催
と
し
て
、「
靉
光
と
同

時
代
の
仲
間
た
ち
」
展
も
は
じ
ま
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
、
広
島
市
現
代
美
術
館
の
所
蔵

品
を
中
心
に
し
た
企
画
展
で
、
広
島
県
出

身
の
画
家
靉
光
（
あ
い
・
み
つ
本
名
石
村

日
郎
、
一
九
〇
七

-

一
九
四
六
）
の
作
品
と
、

長
谷
川
利
行
、
松
本
竣
介
、
鶴
岡
政
男

な
ど
彼
と
交
友
の
あ
っ
た
画
家
た
ち
の
作
品

を
展
示
し
ま
す
。

（
大
川
美
術
館
館
長
・
田
中
　
淳
）



　
群
馬
県
法
人
会
連
合
会
は
6
月
8
日
、

前
橋
商
工
会
議
所
会
館
で
第
1
回
税
制
委

員
会
を
開
催
し
、
群
馬
県
法
連
令
和
3
年

度
税
制
改
正
要
望
を
取
り
ま
と
め
た
。

　
群
馬
県
法
連
の
令
和
3
年
度
税
制
改

正
要
望
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
全
法
連
で

実
施
し
て
い
る
全
国
の
税
制
委
員
な
ど

を
対
象
に
実
施
し
た
「
税
制
改
正
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
集
計
結
果
を
参
考
に

す
る
と
と
も
に
、
別
途
、
単
位
会
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
要
望
、
意
見
を
で
き
る
限
り
反

映
さ
せ
て
い
る
。

　
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る

感
染
が
起
こ
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
っ

て
世
界
の
人
々
を
震
撼
さ
せ
、
ロ
ッ
ク
ダ

ウ
ン
や
経
済
封
鎖
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
で
も
、
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
外

出
自
粛
等
に
よ
り
経
済
活
動
が
大
幅
に
制

限
さ
れ
、個
人
消
費
が
大
き
く
冷
え
込
み
、

地
域
社
会
を
支
え
る
中
小
企
業
の
経
営
基

盤
が
大
き
く
損
な
わ
れ
、
大
企
業
も
含
め

て
企
業
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
態
と
な

っ
て
き
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
、
今
回
の
提
言

に
あ
た
っ
て
は
、「
財
政
の
健
全
化
＝
プ

ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
」
に
つ
い

て
は
、コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
の
緊
急
の
財

政
出
動
等
に
よ
り
、
当
面
は
大
き
な
改
善

は
見
込
め
ぬ
た
め
、「
経
済
の
活
性
化
に

資
す
る
税
制
の
確
立
」
を
優
先
し
て
提
言

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
我
が
国
の
中
小
企
業
は
存
立
基
盤
が
脆

弱
で
あ
り
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

感
染
拡
大
に
よ
り
、
さ
ら
に
毀
損
し
て
い

る
。コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
回
復
に
は
、3
年
か

ら
5
年
を
要
す
る
と
の
観
測
が
多
い
が
、

そ
の
間
に
我
が
国
の
地
域
経
済
や
財
政
に

大
き
く
貢
献
し
経
済
の
礎
と
な
っ
て
い
る

中
小
企
業
が
力
強
く
存
続
し
、
新
た
な
挑

戦
を
行
え
る
よ
う
、
税
制
面
に
お
け
る
可

能
な
限
り
の
支
援
を
要
望
し
た
い
。

　
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
の
検
討
に

あ
た
り
、
税
制
委
員
会
で
の
議
論
の
結

果
、
当
会
か
ら
の
要
望
・
提
言
事
項
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

■
税
・
財
政
改
革

 

（
1
）財
政
健
全
化
に
向
け
て

　
わ
が
国
の
財
政
は
約
1
3
0
0
兆
円
の

債
務
残
高
を
抱
え
な
が
ら
、
基
礎
的
財
政

収
支
の
黒
字
化
目
標
の
達
成
時
期
が
再
び

先
送
り
さ
れ
、
団
塊
の
世
代
が
す
べ
て
後

期
高
齢
者
と
な
る
2
0
2
5
年
以
降
は
、

社
会
保
障
費
の
急
膨
張
が
現
実
化
す
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
、法
人
会
は「
経
済
の

活
性
化
と
財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
税

制
の
確
立
」
を
骨
子
に
税
制
改
正
の
要

望
・
提
言
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
般

の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
状
況
は
一
変
し
、
財

政
の
健
全
化
は
重
要
課
題
と
し
て
改
善

に
向
け
着
実
に
進
め
つ
つ
も
、
当
面
は

「
経
済
の
活
性
化
に
繋
が
る
税
制
の
確

立
」
に
向
け
た
提
言
を
優
先
し
て
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

 

（
2
）社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
な

考
え
方

①
国
・
地
方
を
通
じ
て
徹
底
し
た
行
政

改
革
の
推
進
を
実
行
し
つ
つ
、
国
民
に
安

心
を
与
え
る
社
会
保
障
制
度
を
確
立
す

べ
き
で
あ
る
。

②
在
職
老
齢
年
金
の
減
額
は
給
与
と
年

金
の
月
額
が
一
定
額
以
上
の
給
与
所
得

者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
、
事
業
主
と
し
て

事
業
所
得
を
得
て
い
る
人
や
不
動
産
所

得
の
あ
る
人
等
に
は
適
用
さ
れ
ず
不
公

平
で
あ
る
。

 

（
3
）行
政
改
革
の
徹
底

①
行
政
改
革
の
取
り
組
み
は
不
十
分
で

遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
か
え
っ
て
肥
大
化

し
つ
つ
あ
る
。省
庁
の
権
益
を
確
保
す
る

縦
割
り
行
政
の
弊
害
と
行
政
の
執
行
に

偏
り
が
あ
る
と
の
懸
念
が
出
て
い
る
。

新
型
肺
炎
の
対
策
等
で
露
呈
し
た
官
僚

組
織
の
脆
弱
性
、
お
よ
び
昨
今
の
官
僚
組

織
に
対
し
て
、
国
民
か
ら
の
信
頼
感
が

大
き
く
損
な
わ
れ
て
い
る
。

国
民
に
痛
み
を
求
め
る
前
に
「
ま
ず
隗
よ

り
始
め
よ
」
の
認
識
の
下
、
先
ず
国
会
議

員
及
び
地
方
議
会
議
員
が
公
約
を
守
り

実
行
す
べ
き
で
あ
る
。以
下
に
つ
い
て
直

ち
に
期
限
を
定
め
て
改
革
を
断
行
す
る

よ
う
求
め
る
。

1
．国
・
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
削

減
、歳
費
の
抑
制

2
．国
・
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
、
人

件
費
の
抑
制

3
．特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
な
ど
の

見
直
し
に
よ
る
無
駄
の
削
減

4
．民
間
活
力
を
阻
害
す
る
各
種
規
制
を

撤
廃
し
、
民
間
に
で
き
る
こ
と
は
民
間
に

任
せ
成
長
に
繋
げ
る
。

5
．既
得
権
益
構
造
に
根
ざ
す「
官
」か
ら

「
民
」へ
の
天
下
り
人
事
等
の
禁
止

②
今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
対
応
で
、
地
方
だ
け

で
な
く
国
に
至
る
ま
で
、
行
政
組
織
の
Ｉ

Ｔ
化
へ
の
対
応
の
遅
れ
が
露
呈
さ
れ
た
。

行
政
改
革
を
進
め
る
上
で
も
、
省
庁
間
の

障
壁
を
低
く
し
、
国
と
地
方
の
シ
ス
テ
ム

統
一
化
を
図
る
な
ど
、
行
政
組
織
の
Ｉ
Ｔ

化
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

③
地
方
の
担
税
基
盤
は
大
き
く
毀
損
し

て
い
る
。行
政
の
仕
組
み
の
中
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
歪
み
が
露
呈
し
て
い
る
。今
般
の

事
業
活
動
自
粛
要
請
に
対
す
る
各
自
治

体
の
対
応
ぶ
り
を
見
る
と
、
同
じ
首
都
圏

の
自
治
体
の
中
で
も
、
東
京
の
財
政
力
は

突
出
し
一
極
集
中
が
目
立
つ
。行
政
改
革

群
馬
県
法
人
会
連
合
会

令
和
３
年
度 

税
制
改
正
要
望
ま
と
ま
る

－  ２  －



を
通
じ
て
、
財
源
・
資
源
の
最
適
配
分
、

実
際
に
事
業
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
に

税
収
を
落
と
し
て
行
く
こ
と
が
肝
要
で

あ
り
、
行
政
改
革
を
通
じ
て
地
方
へ
公
平

な
分
配
を
す
べ
き
で
あ
る
。

 

（
4
）消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
緊
急

経
済
対
策
に
お
け
る
税
制
上
の
措
置
と

し
て
、
納
税
の
猶
予
制
度
の
特
例
や
欠
損

金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
制
度
の
特
例

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
が
、
広
く
個
人
消

費
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
向

こ
う
1
〜
2
年
間
は
消
費
税
率
を
ゼ
ロ

に
す
る
な
ど
、
消
費
税
率
の
引
き
下
げ
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
取
引
相
手
か
ら
、
不
当
な
仕
入
れ
代
金

の
減
額
・
買
い
た
た
き
・
購
入
の
強
制
等
、

増
税
分
を
適
正
に
価
格
に
転
嫁
で
き
な

い
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
た
監

視
や
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。

③
令
和
5
年
10
月
か
ら
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
が
導
入

さ
れ
る
。そ
の
際
に
は
、「
適
格
請
求
書
」

等
の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と

な
る
が
、
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に

つ
い
て
は
、
仕
入
れ
税
額
控
除
が
廃
止
と

な
る
た
め
、
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排

除
さ
れ
る
懸
念
が
極
め
て
強
い
。ま
た
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
が
で
き
ず
、

導
入
を
機
に
廃
業
を
考
え
て
い
る
個
人

事
業
者
も
少
な
く
な
い
と
の
調
査
結
果

も
あ
り
、
導
入
の
見
直
し
を
強
く
要
請

す
る
。

 

（
5
）マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
2
0
1
6
年
よ

り
運
用
が
始
ま
っ
た
が
、
未
だ
普
及
率
は

16
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
制
度
自
体
が

機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。国
民
や

事
業
者
に
対
し
て
制
度
の
意
義
等
の
周

知
に
努
め
、
徹
底
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
を
講
じ
な
が
ら
、
カ
ー
ド
取
得
に
際
し

て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
導
入
や
さ
ら

な
る
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
制
度
定
着

へ
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
望
す
る
。

■
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

 

（
1
）法
人
実
効
税
率
の
あ
り
方

①
国
際
競
争
力
の
強
化
・
産
業
の
空
洞

化
防
止
・
国
内
の
雇
用
確
保
・
域
内
の

経
済
活
性
化
等
に
資
す
る
た
め
、
法
人

実
効
税
率
の
さ
ら
な
る
引
下
げ
を
求
め

る
。

②
創
業
間
も
な
い
事
業
者
（
法
人
成
り

後
2
年
間
）に
対
し
て
、
課
税
免
除
又
は

軽
減
措
置
な
ど
、
特
段
の
配
慮
を
要
望

す
る
。

 

（
2
）中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制

措
置

①
少
額
減
価
償
却
資
産
取
得
額
損
金
算
入

の
適
用
期
限
は
2
年
延
長
さ
れ
た
が
、
こ

の
恒
久
化
と
と
も
に
、
上
限
3
0
0
万
円

を
さ
ら
に
引
き
上
げ
る
こ
と
、
最
終
的
に

は
全
額
の
損
金
算
入
を
要
望
す
る
。

②
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
、
中
小
企
業

投
資
促
進
税
制
、
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
・

農
林
水
産
業
活
性
化
税
制
に
つ
い
て
は
、

税
制
適
用
期
限
が
令
和
3
年
3
月
31
日

だ
が
、
申
請
手
続
き
の
簡
素
化
と
と
も

に
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

③
法
人
税
率
の
う
ち
、
中
小
企
業
に
適
用

さ
れ
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
は
、

現
行
の
8
0
0
万
円
か
ら
2
0
0
0
万

円
程
度
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
要
望
す

る
。ま
た
、
中
小
企
業
に
適
用
さ
れ
る
軽

減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則
化
す
べ
き

で
あ
る
。

④
経
済
の
波
を
被
り
易
い
中
小
零
細
企

業
に
は
大
き
な
負
担
増
と
な
る
外
形
標

準
課
税
は
、
資
本
金
１
億
円
以
下
の
企
業

に
は
課
税
す
べ
き
で
な
い
。

 

（
3
）事
業
継
承
税
制
の
拡
充

①「
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
区
分

し
、
事
業
用
資
産
の
課
税
を
軽
減
又
は

免
除
す
る
」
事
業
継
承
税
制
の
創
設
を

求
め
る
。

②
事
業
に
使
用
し
て
い
る
土
地
は
、
事
業

運
営
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
相
続

税
の
中
で
も
高
額
と
な
っ
て
い
る
。事
業

継
承
の
推
進
を
図
る
う
え
で
、
土
地
の
評

価
方
法
や
課
税
方
式
の
抜
本
的
な
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

③
中
小
企
業
の
末
上
場
株
式
の
評
価
方

法
を
見
直
し
、「
払
い
込
み
金
額
に
よ
る

評
価（
旧
額
面
）」と
す
べ
き
で
あ
る
。

④
平
成
30
年
の
税
制
改
正
に
お
い
て
、
10

年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
、
贈
与
税
・
相

続
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
拡
充
が
行
わ

れ
た
。こ
れ
に
よ
り
、
か
な
り
利
用
し
や

す
く
な
っ
た
が
、
制
度
の
延
長
が
必
要
で

あ
る
。

■
地
方
の
あ
り
方

 

（
1
）事
業
の
再
編
と
第
二
創
業
支
援

地
方
創
生
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
新
た

な
創
業
支
援
等
だ
け
で
な
く
、
経
営
革
新

を
行
い
、
事
業
の
再
編
と
第
二
創
業
に
立

ち
向
か
う
中
小
零
細
企
業
継
承
に
は
新

た
な
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
幅
広
く
、
手

厚
く
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
2
）「
道
州
制
」の
導
入

高
速
道
路
基
盤
の
整
備
・
通
信
・
情
報

伝
達
手
段
の
飛
躍
的
発
展
に
よ
り
生
活

圏
経
済
圏
が
拡
大
し
た
現
在
、
府
県
を
再

編
し
地
方
の
自
立
度
を
高
め
、
広
域
圏
で

の
行
政
指
導
を
行
い
、
ひ
い
て
は
地
方
の

活
性
化
に
繋
が
る
「
道
州
制
」
の
導
入
が

必
要
で
あ
る
。

《
科
目
別
の
具
体
的
課
題
》

 

（
１
）法
人
税
関
係

①
定
期
同
額
給
与
の
原
則
の
廃
止

会
社
役
員
に
対
す
る
報
酬
が
定
期
同
額

の
原
則
か
ら
外
れ
た
支
払
い
が
認
め
ら

れ
な
い
の
は
不
合
理
で
あ
り
、
役
員
給
与

の
損
金
不
算
入
の
規
則
を
改
め
、
定
期
同

額
給
与
の
原
則
を
廃
止
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

－  ３  －



②
同
族
会
社
の
業
績
連
動
給
与
の
損
金

算
入

同
族
会
社
は
一
部
の
者
に
よ
り
企
業
が

支
配
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
利
益
に
つ

い
て
は
、
一
部
の
者
で
も
操
作
で
き
な

い
。経
営
者
の
経
営
意
欲
を
高
め
、
企
業

活
力
を
高
め
る
う
え
か
ら
、
一
定
の
要
件

の
も
と
、
損
金
処
理
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
。

③
冠
婚
葬
祭
費
等
の
損
金
算
入

社
会
通
念
上
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
冠

婚
葬
祭
費
等
に
際
し
て
支
出
す
る
祝

金
・
香
典
・
生
花
等
は
地
域
に
根
差
し

た
経
済
取
引
環
境
下
に
あ
る
中
小
零
細

企
業
に
と
っ
て
、
広
告
費
的
要
素
が
強

い
の
で
、
損
金
算
入
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
。

④
引
当
金
の
損
金
算
入

平
成
１
４
年
の
連
結
納
税
制
度
の
創
設

に
伴
い
、
退
職
給
付
引
当
金
の
計
上
が
経

過
期
間
を
経
て
廃
止
さ
れ
た
が
、
将
来
確

実
に
発
生
す
る
債
務
を
引
き
当
て
る
も

の
で
あ
り
、
退
職
給
付
引
当
金
の
損
金
算

入
制
度
が
復
活
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す

る
。

 

（
2
）所
得
税
関
係

①
所
得
税
の
あ
り
方

１
．所
得
税
は
基
幹
税
と
し
て
広
く
公
平

な
負
担
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
少
子
高

齢
化
、
人
口
減
少
社
会
に
対
応
し
た
税
制

が
肝
要
で
あ
る
。こ
の
た
め
、社
会
保

障
制
度
の
見
直
し
を
含
め
た
一
体
的
な

見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

２
．経
済
及
び
社
会
の
構
造
変
化
に
伴

い
、
所
得
税
の
税
負
担
の
歪
み
や
不
公

平
感
が
あ
り
、
累
進
課
税
区
分
や
諸
控

除
の
見
直
し
、均
等
割
の
創
設
等
、個
人

所
得
課
税
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
で

あ
る
。

 

（
3
）相
続
税
・
贈
与
税
関
係

①
相
続
人
や
贈
与
を
受
け
た
者
が
相
続
・

贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
産
（
土
地
・

建
物
・
有
価
証
券
）
の
取
得
価
格
は
、
相

続
税
・
贈
与
税
を
計
算
し
た
時
点
の
評

価
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。

②
相
続
税
に
お
い
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
の
評
価
額
は
実
態
と
か
け
離
れ

て
い
る
の
で
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

 

（
4
）地
方
税
関
係

①
固
定
資
産
税
の
見
直
し

１
．固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い

て
は
、
地
価
の
下
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
価
実
勢
等
か
ら
見
て
も
税
負
担
が
重

く
な
っ
て
お
り
、
評
価
方
法
や
課
税
方
式

の
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

２
．時
価
の
算
定
は
収
益
還
元
方
式
を
重

視
し
て
算
定
を
見
直
す
よ
う
改
め
る
べ

き
で
あ
る
。

３
．事
業
所
税
は
中
核
都
市
（
人
口
30
万

人
以
上
）
等
だ
け
に
課
税
さ
れ
、
固
定
資

産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格
を
有
す
る

こ
と
か
ら
廃
止
を
求
め
る
。

 

（
5
）そ
の
他

①
税
制
改
正
要
望
大
会
の
復
活

今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
に
際
し
て
は
、
4
月
の

早
い
段
階
で
、
他
の
多
く
の
経
済
団
体
等

か
ら
は
、
経
済
・
税
制
に
対
す
る
〝
緊
急

提
言
〞が
発
表
さ
れ
た
。「
税
の
オ
ピ
ニ
オ

ン
リ
ー
ダ
ー
」
を
標
榜
す
る
法
人
会
と
し

て
も
、
何
ら
か
の
発
信
を
な
す
べ
き
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
印
紙
税
関
係

現
在
の
経
済
取
引
は
、
事
務
処
理
の
機
械

化
、
取
引
形
態
の
変
化
に
よ
り
作
成
さ
れ

る
文
書
の
形
式
や
内
容
が
変
化
し
、
電
子

決
済
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等
が
進
み
、
電

子
契
約
等
は
非
課
税
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

取
引
慣
行
の
変
化
に
伴
い
、
課
税
根
拠
が

希
薄
化
し
て
い
る
。文
書
作
成
の
有
無
に

よ
る
課
税
は
公
平
性
を
欠
く
の
で
、
強
く

廃
止
を
求
め
る
。

③
二
重
課
税
の
廃
止

酒
税
等
、
消
費
税
と
の
二
重
課
税
は
速
や

か
に
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

④
ガ
ソ
リ
ン
税

ガ
ソ
リ
ン
税
を
含
む
自
動
車
関
係
諸
税

に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
み
て
も
過
重
な

負
担
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軽
減
化
・
簡
素

化
を
要
望
す
る
。

⑤
年
金
課
税
の
廃
止

公
的
年
金
等
控
除
が
縮
小
・
廃
止
の
方

向
で
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
年
金
課
税

が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

年
金
は
老
後
生
活
の
糧
と
な
る
重
要
な

収
入
で
あ
り
、
年
金
課
税
は
速
や
か
に
廃

止
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥「
電
子
申
告
・
電
子
納
税
」ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

と
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

電
子
申
告
・
電
子
納
税
の
更
な
る
利
用

促
進
に
向
け
て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
の
法
人
・
個
人
に
対
す
る
恒
常
的
な

税
額
控
除
制
度
の
創
設
を
求
め
る
。

⑦
環
境
問
題
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

温
暖
化
等
、
地
球
環
境
は
悪
化
の
一
途
を

辿
っ
て
い
る
。豊
か
な
自
然
環
境
は
貴
重

な
財
産
で
あ
り
、
環
境
保
全
の
た
め
の
ク

リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技
術
開
発
・

普
及
に
対
し
て
は
税
制
面
で
の
支
援
が

必
要
で
あ
る
。

⑧「
水
源
税
」の
創
設

特
別
法
人
税
と
し
て
、
仮
称「
水
源
税
」を

創
設
し
、
豊
か
な
水
資
源
を
守
り
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑨
租
税
教
育

租
税
教
育
で
は
、
納
税（
歳
入
）部
分
を
中

心
に
教
育
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
と
思

わ
れ
る
が
、
予
算（
歳
出
）面
の
教
育
を
増

や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。ま
た
、
税
の

意
義
・
使
途
等
に
つ
い
て
、
子
供
た
ち
が

「
税
は
日
常
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
」

と
認
識
で
き
る
よ
う
租
税
教
育
の
社
会

科
教
育
へ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
取
り
入
れ

も
検
討
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

－  ４  －



女
性
部
会

－  ５  －



－  ６  －



　租税教育活動の一環として、わが国の将来を担う子供たちに税を正しく認識してもらうとともに、図工学習にも貢献するた
め、桐生法人会女性部会が主体となり、小学生を対象に「第10回税に関する絵はがきコンクール」を実施し、本活動の趣旨に
沿った優秀な作品を表彰します。
　この事業推進においては、桐生税務署、管内租税教育推進協議会、関東信越税理士会桐生支部、桐生市・みどり市、桐生市・
みどり市教育委員会の指導・協力を得て実施いたします。

【主幹】公益社団法人桐生法人会女性部会
【後援】 国税庁、桐生市、みどり市、桐生市教育委員会、みどり市教育委員会、管内租税教育推進協議会、関東信越税理士会桐生支部
【対象】桐生市・みどり市の小学生４～６年生　【作品】税をテーマとした絵画（はがき大）

新入会員紹介
（令和元.10.1～令和2.9.30） （順不同・敬称略）

企 業 名 住　　所代 表 者

「税に関する絵はがきコンクール」開催

本事業は女性部会（租税教育委員会）が推進して参ります。ご協力をお願い申し上げます。

旬彩きむら
㈱タクシン
フィリップモリスジャパン 
　（同）前橋営業所
㈱TCメディカル
㈱Ｋ&Ｋ築炉
アフラック群馬支社
㈱桑子建設
㈲クリーンアート
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
北川内科クリニック
㈱グッドアイ
学校法人明照学園

みどり市大間々町大間 1々341-2
みどり市大間々町大間 4々00-27
桐生市仲町3-11-26

みどり市東町神戸398
桐生市平井町7-28
高崎市栄町16-11
桐生市新里町新川2153
みどり市笠懸町鹿4156-2
桐生市菱町3-2138-11
桐生市錦町2-12-2
桐生市天神町1-5-1
桐生市錦町1-1-20

木村　裕一
新井　　卓
原　大吾郎

木村　厚介
宮川　和也
坂本　裕之
桑子　知紀
藤田　恵二
石関　　厚
北川　泰久
樋口　慶郎
野口　秀樹

企 業 名 住　　所代 表 者

Garage藤掛屋
㈲斎藤板金
㈱三和電設
㈱西原商会関東
　群馬伊勢崎営業所
㈱Ｓ.ＭＹ.Ｋ

ジオレジン㈱
eN税理士法人
(同)OFF THE REC.
㈱育成会議
㈱供栄
㈱シンクトゥギャザー

みどり市笠懸町西鹿田709-45
桐生市川内町3-803-1
桐生市相生町5-501-8
伊勢崎市富塚町356-2

桐生市新里町新川2560-3
太田市石原町249-3
桐生市広沢町6-246-8
桐生市仲町1-12-20
伊勢崎市三室町4609-1
伊勢崎市国定町1-1020
桐生市広沢町1-2689-8
桐生市相生町5-484

藤掛　公英
斎藤　一直
髙草木　茂
寺田　啓二

小湊聡太郎
釜谷　公代
五藤　輝夫
園田　　誠
根岸　拓哉
根岸　拓哉
齋藤みどり
宗村　正弘

－  ７  －



－  ８  －

群馬支社

TEL 027-223-5260

群馬支店

TEL 027-223-5771


